
○ 当 初 予 算 継続事務事業目的評価表 記入日１１年 １月２５日

１１年度 月補正予算 所属 生活 部 青少年・私学課 青少年育成グループ

事務事業名 いじめ問題啓発事業（いじめ相談電話事業・いじめ対策市町村推進協議会設置事業） （ ）

基本事務事業名 いじめ対策事業費 （４０１）

上位施策 人権施策の総合推進 （ １ ） 上位政策 人権の尊重 （１－１）

関連施策 （ ） 関連政策 （ ）

総合行政課題 重要課題 新しい社会をになう人づくり プログラム 家庭・地域・学校が支える青少年育成プログラム

� �対象（何、誰を対象に） �全体事業計画 （計画年次 年度 ～ 年度）
事
務 ・いじめ問題等に悩む人及び市町村等
事
業
の
目 �手段（県が実際に行う事務事業の内容）
的
と ・相談電話を設置し、いじめ等で悩んでいる人に対し、直
成
果 接アドバイスをしたり、適切な他機関を紹介する。
�

・市町村にいじめ対策推進協議会を設置し、行政・学校・
11

警察・ＮＰＯ等の横の連携を取るとともに、地域の実情
年
度 にあった啓発事業を実施する。
当
初 �事務事業指標名、指標式（総合計画の目標項目には＊を付す）
予
算
・ 活 �討論会等参加者数
�意図（どういう状態にしたいのか） 動

10 指 �いじめ対策推進協議会設置市町村数
・いじめ防止を啓発するとともに、いじめを早期に発見する 標

年
度 ことによって、深刻な状況を回避する。

事 指標名
務 �いじめ問題意識高揚度（代）討論会参加者数
事 �いじめ対策充実度（代）協議会設置済市町村率

月 �結果（基本事務事業の意図） 業
補 成 指標式
正 ・子どもたちが安心して暮らせる地域社会づくりを目指す。 果 �
予 指 討論会参加者数 問題意識高揚者
算 標 ×
� いじめ問題関係者 討論会参加者数
�根拠法令、事務事業の種類

根拠法令： �
設置市町村数 実践活動事業数

事務事業種類： 義務的経費、○非義務的経費、 ×
市町村数 設置市町村数

機関委任事務、 団体委任事務、○その他

�財源内訳

負担割合： 10 / 10 �総合計画の目標

財源種類：県 費 目標項目：

�予算及び所要時間等の推移

前々年度 前年度 本年度 本年度補正後 翌年度 計画目標年次
（平成８年度） （平成９年度） （平成10年度） （平成10年度） （平成11年度） （平成 年度）

活動指標 � １００人 � ８００人 ，
� ５件 � １３件 ，

成 目標
果
指
標 実績 � １００人 � ９００人

� 7 ．6 ％ � 18．8 ％ ％ ， ％

総合計画
実施計画
目 標

予算額等 5，662 千円 7，041 千円 4，422 千円 1，702 千円

所要時間 1，123 時間 1，257 時間 1，010 時間 600 時間

１０，０８７ １２，０６９ ８，６４４ ４，２１０

� �開始当初または５年前と現在との環境比較 �今後の予測
環
境 ・いじめの件数は減少傾向にある。 ・いじめの件数は減っているものの、不登校や校内暴力、少年
変
化 犯罪は増加しており予断を許さない。



� �公共関与の妥当性（業務見直しテスト２の該当番号��） �地域機関の意見の検討及び本庁と地域機関の役割分担変更余地
事
務 ・番号�の場合には理由記入： ・該当なし
事
業
の
評 �県の関与の妥当性（業務見直しテスト３の該当番号� ）
価
・番号�の場合には理由記入：

�他部門・他事務事業との機能重複及び総合行政の視点からの他

�対象の妥当性 部門との関連性

・妥当 ・各相談機関との連携と役割分担が必要である。

�意図の妥当性

・妥当

�ア．事務事業のポジショニング（該当する記号の前に○）

成 果 指 標 の Ａ コストを増やすことで向上させる

�手段の妥当性 向上の余地がある Ｂ コストを現状維持して向上させる

・実践的な事業については、各地区（市町村）、団体に任せ 向上させるべき） ○ Ｃ コストを節減して向上させる

、啓発に重点を置く。 成 果 指 標 の Ｄ コストを現状維持する

・相談電話窓口の連携や役割分担等について、現状のままで 向上の余地はない Ｅ コストを節減する

いいのかの検討が必要。 ↑ 成 Ｄ Ｅ
成 果
果 度 Ａ Ｂ Ｃ
大 合

コスト度合
☆ 点Ｄは事務事業の目標点 コスト大→

イ．ポジショニングの説明
（成果向上余地・必要コスト節減余地などの観点を踏まえて）

・いじめの解決に特効薬的なものはないので、相談電話等で対処

療法を行うとともに、健全育成事業のなかで、いじめが起こり

にくい環境をつくるための啓発を行っていく。

� �改革の方向性、方法改善等の概要（抜本的な改革を行なうために必要な、当面の経過措置などがあれば、それも記入する。）
改
革 「いじめ」だけを特化した啓発、相談、推進体制は、子どもたちの最も身近な学校や地域社会で推進すべきものと考える。
案
・ 県民を対象とした啓発は、「人権」という総合的な啓発の中で取り組んでいくほうが県民の理解が得やすい。
予
算
要
求 �改革後の事務事業の概要（予算要求案）
案 活
・対象（何、誰を対象に） 動 いじめ発生件数

指
従来どおり 標

事 指標名
・手段（県が実際に行う事務事業の内容） 務 いじめ発生率

事
従来どおり 業

成
果
指 いじめ防止啓発活動 いじめ発生件数
標 ×

児童・生徒数 いじめ防止啓発活動

�改革による予想効果（内容、質、経費、時間等）


